
貸付金の返済だけでなく元々の債務もまだ
残っている。どうしよう・・・

償還免除を受けられなかったけれど返すめどがたっていない・・・

ー

たとえば

などなど

相談料無料

電話相談実施日時 ２ ０ ２ ３ 年 ２ 月 ２ 日 （木）
１ ３ ： ０ ０ ～ １ ７ ： ０ ０

電 話 番 号 ０ ８ ９ - ９ ３ ２ – ５ ２ ０ ０
※本電話番号は、相談日以外はご利用いただけません。

※面談相談はできません。※通話料はご負担いただきます。

※回線混雑等の事情により、つながりにくい場合もございますので、あらかじめご了承ください。

日本弁護士連合会・愛媛弁護士会 共催

【問合せ先】 愛媛弁護士会 ☏ ０８９ - ９４１ - ６２７９

（９：００～１２：００、１３：００～１７：００）
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